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蒲郡市都市計画審議会への意見聴取結果について 

 

会 議 名 平成３０年度 第２回蒲郡市都市計画審議会 

日 時 平成３０年１２月２５日（火） 

午前９時３０分から午前１１時５０分まで 

出 席 委 員 数 １２名 

意 見 聴 取 結 果 異議なし 

その他意見・質疑応答は下記のとおり 

 

質疑応答 

No 質疑 応答 

１ 将来の景観像に鉄道唱歌を引用するの

は時代錯誤では。 

 鉄道唱歌が作られた時代と今では地

形なども異なりますが、海の眺めとい

う象徴的な意味で現在にも通ずるもの

として取り上げています。 

２ 山側等の三河湾国定公園の区域におい

て、自然公園法により守られているところ

に、景観条例をかけることで、二重でバイ

アスがかかってくるのでは。 

 三河湾国定公園について、蒲郡市の

山側の多くは第３種特別地域に指定さ

れています。第３種特別地域内は、建築

物や工作物について規制がかかってお

り、規制の中には色彩についても基準

があり、景観計画の基準が国定公園の

基準より厳しいということはありませ

ん。国定公園の区域のほうがより厳し

い制限となります。 

３ 地域のルール作りについて、地域の慣例

に基づく法的根拠のないものが、大義名分

化されて一人歩きしてしまう懸念がある

のではないか。それまで市民に丸投げして

いるように見える。 

 地域のルール作りについては、啓発

活動を積み重ねていかないと繋がって

いかないものだと思いますが、景観法

に、「景観協定」という手法があり、こ

れは地域の方々が作ったルールを行政

が認可するものです。今後、設置予定の

蒲郡市景観審議会でも十分議論したう

えで、こういった法に基づく手法を取

り入れることも理想とした考えで掲げ

ております。 

４  パブリックコメントについて、どういっ

た意見があり、またそれを受けて修正があ

ったのか。 

 計画書の細かい表現に関わるものも

見られましたが、今後の良好な景観形

成に向けた景観計画を策定した後の取

り組みの重要性などに対するご意見を

多くいただきました。 

資料 4 
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修正については、計画書の文章表現

や読みづらい部分、注釈が必要な箇所

などについてご意見いただき、修正を

行いました。 

５ 景観重要樹木の指定について、所有者の

意見を聴いて指定すると、伐採などをする

のに許可が必要になるのか。 

 良好な景観を保全するために指定す

るもので、所有者や管理者には、適切な

管理についての義務が発生し、容易に

除却等できなくなってしまうので、所

有者の意向を確認しながら指定してい

くものだと考えています。 

指定のメリットとしては、その良好

な外観について、景観的な価値を市内

外に発信することができるものと考え

ています。 

６ 景観計画について、支援ではなく規制が

前面に出ることで条例を歓迎しない市民

が出てくるのではないか。 

 規制については、海・市街地・山が調

和した良好な景観の保全のため、一定

規模以上の建物に対する色彩の制限等

はありますが、規制だけでは良好な景

観の形成は進まないと考えていますの

で、第５章にて形成推進に向けて必要

な事項を記載しているものです。 

７  市全域を区域としたことについて、住民

の合意形成がどのようにされたのか。 

 策定の経緯については、学識経験の

ある方や建築、観光、住民など景観に関

する様々な分野の代表の方で構成する

蒲郡市景観計画策定委員会でご意見を

いただきながら進めてきており、また

パブリックコメントでもご意見をいた

だき取りまとめたものであります。 

８ 第５章の「行政による景観まちづくり」

において、行政のバックアップに関わる事

項を記載すべき。 

いろいろな問題において住民の合意形

成が下りてきており、自治会の代表者の方

からはどうしてもやらないといけないの

かという声が聞こえてくる。現在の内容だ

と、景観まちづくりは、行政は規制をして、

後は地域住民主体でというような内容に

感じる。地域主体で進める上で行政がどの

ようにバックアップしていくか記載する

 まずは行政による景観まちづくりを

進め、そして、協働による景観まちづく

りが進んでいく中で、ステップアップ

した段階として地域主体の景観まちづ

くりが行われるものと考えておりま

す。 

地域主体の景観まちづくりについて

も、４６ページの下の段でも行政はこ

れらの取り組みの展開に努め、活動を

支援していくと記載しており、地域と

話し合いながらステップアップしてい
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必要があるのではないか。 きたいと考えて記載しています。 

行政と地域の関わり方の表現方法に

ついて、わかりやすくとのご意見をい

ただきありがとうございました。 

９ 地域主体で考えていくときに行政がど

のように支援していくかも重要だと思う

ので、もう少し書いたほうがいいのではな

いか。 

進捗管理についてあいまいな表現とな

っているので、具体的な目標を書いて進捗

管理をしたほうがよいのではないか。 

  計画書で読めない部分があれば、ご

意見をいただいたので検討したいと思

います。 

 

No 意見  

１ 自然景観の保全に関して、蒲郡市の海岸

線の漂着物について十分ではないと感じ

るので、漂着物の撤去について、常々配慮

しながら美しい自然を保っていくことが

必要だと思う。 
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蒲郡市都市計画審議会意見聴取の結果を踏まえた修正箇所 

 

第５章の「景観形成の推進に向けて」で、３つの取り組みについて記載していますが、行政

のバックアップなどが分かりにくく、住民に丸投げしているように見えるとの意見をいただ

いたので、４０ページについて、３つの取り組みの記載方法を、行政と地域の関わり方やそれ

ぞれの役割を踏まえた表現へと修正しました。 

 

修正前                  修正後 

 

 


